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第５号様式

選挙人名簿登録者報告（ 年 月 日現在）

市区町村名

男 女 計
男女別

区分

前回定時登録日現在における名簿登録者数 ａ

前回定時登録に係る補正登録者数 ｂ

選挙時登録者数 ｃ

選挙時登録に係る補正登録者数 ｄ

イ 死 亡

ロ 転 出
抹消者数

ハ 在外名簿登録移転

ニ 誤 載

計（イ＋ロ＋ハ＋ニ） ｅ

前回定時登録以後の移替えによる増加数 ｆ

前回定時登録以後の移替えによる減少数 ｇ

今回追加登録者数 ｈ

今回登録日現在における名簿登録者数

ｉ（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｆ）－（ｅ＋ｇ）＋ｈ

備 考

（注）

、 （ 、１ この報告は 登録月の１日現在 登録日変更の場合はその日)で調査し

当該登録月の６日までに報告すること。

２ 「選挙時登録者数」は、前回定時登録日から今回定時登録日の間に選

挙時登録が行われた場合において、当該登録日に登録された者の数（２

回以上選挙時登録が行われた場合にあっては、それぞれの登録日に登録

された者の数を合計した数）を記入すること（前回登録日から選挙時登

録日までの間に補正登録され、又は随時抹消された者の数は含まない 。）

３ 「今回追加登録者数」は登録月の１日現在において名簿登録の資格を

有する者で同日（登録日変更の場合はその日）に登録された者の数を記

入すること。

４ （ｆ）欄及び（ｇ）欄は、指定都市の区間における登録の移替え者数

を記入すること。指定都市以外の市町村は記入しないこと。

５ 登録日の変更が行われた場合においては、変更された登録日を備考の

欄に記入すること。
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